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これを本件にっいてみると、本件請求に係る業務参託契約に関する公文書

は、宇治市水道普ぼの内部決裁終了後には公開譜求が可能となつていたのであ

るから、遅くとも請求Aら は、既に平成 19年 4月茉までには、宇治市情報公

開条例 (平成 17年宇治市条例第4号)に 基づく公文書公開謂求をすれば、客

観的に■て監琶請求をするに足りる曜度に財耕会計上の行為の存在及LN内容

を知ることができたものである。

そのうえ、平成 19年 10月 24日に脱、宇治市議会の決算特副書員会におけ

る市職員の答弁によつて、同年 3月 に神明沖水場の取水ポンプの雅替えが行

われたことが明らかにきれ、翌 10月 25日にな準南タイムスユぴ城南新報の

地方紙 2紙 が 1面 でこれを報道した。当該決算特別書員会の会議録を掲載 じ

た宇治市のホーム式Tザ iよ、通くと'こ1平成純年 2月☆じム前には調賢が可能と
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とい うこと で きない。

したがって、本件詩☆には、地方ヨ持法第 242空 第 1項 ただ し書fr規定す

る正当な理由がないから、1司項泄 i vp掃定により、これき登運す ることがで

きない。


